
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,750 円 3,235 円

2,750 円 3,258 円

2,801 円 3,342 円

③ 組　織

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

条 例 上 の 使 用 料 *2

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

職 員 数 1名（公共下水道事業と兼務しており，１名程度分の人件費を公共下水道事業会計に対し負担しています。）

総務部企画財政課：漁業集落排水事業の財政計画，企業債に関する事務を行います。
上下水道局業務課：漁業集落排水事業の運営管理，使用料に関する事務を行います。
上下水道局工務課：漁業集落排水施設の建設，維持管理に関する事務を行います。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

事 業 運 営 組 織

26.5人/ha

1（阿多田浄化センター）

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

処 理 区 数 1（阿多田地区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥/月あたりの使用料をいいます。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用等を含む）をいいます。

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

実 質 的 な 使 用 料 *3

（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

本事業は，衛生環境改善のために実施しており，整備した施設規模に対し処理人口が少なすぎるため，汚水
処理費を使用料で賄うことを前提としていません。使用料は，負担の公平性を考慮し，公共下水道の使用料に
見合う額としています。

平成29年度

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適用

大竹市漁業集落排水事業経営戦略

平成8年度（供用開始後24年経過）

大竹市

漁業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～

無

計 画 期 間 ：



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

水洗化人口
（阿多田地区）

264 261 258 255 252 249 246 243 240 237 234 231

（２）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

有収水量
（阿多田地区）

21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18

（３）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

使用料収入
（税込）

3,479 3,436 3,360 3,347 3,669 3,583 3,566 3,485 3,471 3,688 3,669 3,582

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　処理区域内人口の減少と，それに伴う有収水量の減少により，使用料収入は今後も減少していくことが予測され，事業環境はより厳しい状況になっていくことが予測
されます。農業集落排水の使用料は負担の公平性を考慮し，公共下水道の使用料に見合う額としています。汚水処理費を使用料で賄うことを前提とはしていないた
め，使用料の見直し時期についても，公共下水道の使用料改定に合わせる予定です。

　〇有収水量の見込み （単位：千㎥）

　〇使用料収入の見込み （単位：千円）

　公共下水道事業との兼務による職員１名程度分で運営しており，組織の見直しに伴うこれ以上の人件費削減等は見込めない状況です。

　本市における漁業集落排水事業は，阿多田地区の衛生環境改善を目的に，平成4年度から施設整備を開始し，平成8年度から供用開始を行っています。
　阿多田地区においては，人口は年々減少の一途を辿っており，それに伴い使用料収入も減少していくことが予測されます。今後は施設の適切な維持管理を行いな
がら，一層の経費節減に努めるとともに，「大竹市漁業集落排水施設最適整備構想」に基づいて，施設の計画的な整備・更新を実施していきます。

※「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表

　別紙参考資料のとおり

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

民 間 活 用 の 状 況

　処理区域内の人口は年々減少しており，今後もこの傾向は続くものと予測されます。

　処理区域内人口の減少に伴い，有収水量も減少傾向にあります。

　〇水洗化人口の見込み （単位：人）

現在は，施設維持管理業務，保守点検業務，汚泥運搬業務，汚泥処分業務等を民間委託しています。

使用料収入の見通し

施設の見通し

　区域内の施設整備は完了しており，今後は施設の効率的な維持管理を行うとともに，耐用年数を迎える施設について，将来予測に基づく適正規模での更新を行っ
ていきます。

組織の見通し



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明および今後の検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

広域化・共同化・最適化に関する事項

投資計画に関する事項
計画区域内の整備は完了しているため，令和元年度に策定した「大竹市漁業集落排水施設最適整備構
想」に基づき，施設の計画的な整備・更新を実施していきます。

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明及び今後検討予定の取組の概要

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

将来にわたって安心・安全なサービスの持続的な提供を実現するため，PDCAサイクルを活用し，計画の実効性を確
保していきます。毎年度の決算確定後に，決算値と財政計画とを比較し，計画の進捗管理（モニタリング）を行うととも
に，計画と実績との乖離状況を確認し，必要に応じて計画の見直し(ローリング）を行っていきます。

職員給与費に関する事項
現在は，専任の職員は配置せず公共下水道事業と兼務しており，１名程度分の人件費を公共下水道事業
会計に対し負担しています。今後も専任職員は配置しない予定です。

動力費に関する事項
浄化センター及びマンホールポンプ場の動力費については，ほぼ横ばいで推移しています。燃料の市場
価格等に大きく左右される費用ですが，今後も大きな増減はないものと見込んでいます。

修繕費に関する事項 「大竹市漁業集落排水施設最適整備構想」に基づき，計画的な施設保全を行っていきます。

薬品費，委託費に関する事項
薬品費を含め，施設の維持管理については民間委託しています。今後も，適正な薬品の単価，使用量等
に注視しつつ民間活力を活用し，効率的な運営に努めていきます。

民間活力の活用に関する事項
現在は，施設維持管理業務，保守点検業務，汚泥運搬業務，汚泥処分業務等を民間委託しています。今
後も，可能な限り業務の民間委託を進め，効率的な事業運営を行っていきます。

企業債に関する事項

一般会計繰入金に関する事項
汚水処理費を使用料で賄うことを前提としていないため，支出額に対する収入の不足分について，一般会
計からの繰入金により収支の均衡を保っています。一般会計繰入金を抑制するためにも，経費削減及び
収納率のさらなる向上に努めていきます。

計画期間内（令和12年度まで）の建設改良事業については，資産を使用する世代間の負担の公平性を考
慮し，補助金等を除く部分を企業債で賄います。また，整備済資産の減価償却費と元金償還金の差額分
について，資本費平準化債を発行し，世代間の負担の平準化を図っていきます。

使用料は，処理区域内人口の減少に伴う有収水量の減少により，減少していく見込みですが，負担の公
平性を考慮し，公共下水道の使用料に見合う額としています。汚水処理費を使用料で賄うことを前提とは
していないため，使用料の見直し時期についても，公共下水道の使用料改定に合わせる予定です。

使用料の見直しに関する事項

「大竹市漁業集落排水施設最適整備構想」に基づいて施設更新時の投資を平準化するとともに，資本費
平準化債を発行することで世代間の負担の平準化に取り組みます。

広島県が県内市町と下水道事業の広域化・共同化の検討を行っており，本市も会議に参加して持続可能
な下水道事業運営について検討を行っています。

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 27,472 30,689 32,635 26,892 27,121 27,102 27,035 23,832 24,501 24,829 25,065 25,522

（１） (B) 3,479 3,436 3,360 3,347 3,669 3,583 3,566 3,485 3,471 3,688 3,669 3,582

ア 3,479 3,436 3,360 3,347 3,669 3,583 3,566 3,485 3,471 3,688 3,669 3,582

イ (C)

ウ

（２） 23,993 27,253 29,275 23,545 23,452 23,519 23,469 20,347 21,030 21,141 21,396 21,940

ア 23,993 27,253 29,275 23,545 23,452 23,519 23,469 20,347 21,030 21,141 21,396 21,940

イ

２ (D) 23,389 22,974 22,420 22,411 22,342 22,256 22,255 22,260 22,360 22,456 22,551 22,644

（１） 21,844 21,632 21,300 21,407 21,514 21,622 21,730 21,839 21,948 22,058 22,168 22,279

ア

イ 21,844 21,632 21,300 21,407 21,514 21,622 21,730 21,839 21,948 22,058 22,168 22,279

（２） 1,545 1,342 1,120 1,004 828 634 525 421 412 398 383 365

ア 1,545 1,342 1,120 1,004 828 634 525 421 412 398 383 365

イ

３ (E) 4,083 7,715 10,215 4,481 4,779 4,846 4,780 1,572 2,141 2,373 2,514 2,878

1 (F) 2,702 2,906 12,611 11,919 4,087 22,353 3,100 10,578

（１） 2,600 2,800 12,500 6,700 3,300 10,700 2,200 4,200

2,600 2,800 3,000 3,300 2,800 3,000 1,600

（２） 102 106 111 116

（３）

（４）

（５） 5,103 787 11,653 900 6,378

（６）

（７）

２ (G) 6,785 10,621 22,826 16,400 8,866 27,199 7,880 1,572 2,141 2,373 13,092 2,878

（１） 3,471 15,310 8,506 1,312 19,423 1,500 10,630

（２） (H) 6,785 7,150 7,516 7,894 7,554 7,776 6,380 1,572 2,141 2,373 2,462 2,878

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 4,083 △ 7,715 △ 10,215 △ 4,481 △ 4,779 △ 4,846 △ 4,780 △ 1,572 △ 2,141 △ 2,373 △ 2,514 △ 2,878

令和12年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度
（令和3年

度）
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和9年度 令和10年度 令和11年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和12年度
本年度
（令和3年

度）
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 3,479 3,436 3,360 3,347 3,669 3,583 3,566 3,485 3,471 3,688 3,669 3,582

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

23,993 27,253 29,275 23,545 23,452 23,519 23,469 20,347 21,030 21,141 21,396 21,940

5,628 9,057 20,835 13,988 6,894 23,519 6,805 1,993 2,553 2,771 13,475 3,243

18,365 18,196 8,440 9,557 16,558 16,664 18,354 18,477 18,370 7,921 18,697

102 106 111 116

102 106 111 116

24,095 27,359 29,386 23,661 23,452 23,519 23,469 20,347 21,030 21,141 21,396 21,940

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

令和11年度 令和12年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
（令和3年

度）
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

令和8年度 令和9年度 令和10年度


